
古
代
に
お
け
る
情
報
伝
達

尾

池

佑

斗

は
じ
め
に

古
代
駅
路
は
、
推
定
さ
れ
る
総
延
長
は
六
三
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
道
幅
が
広
い
も
の
は
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
た(1
)。

現
代
か
ら
一
〇

〇
〇
年
前
以
上
に
造
ら
れ
た
道
路
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
代
の
高
速
道
路
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
道
幅
の
広
さ
や
全
国
に
向
け
た
道
路
網
は
特
質
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
駅
制
と
情
報
は
、
強
い
つ
な
が
り
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
を
問
わ
ず
に
情
報
の
伝
達
や
報
告
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ

た
。
平
安
時
代
で
は
『
延
喜
式
』
に
都
ま
で
の
日
数
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
奈
良
時
代
で
は
日
数
計
算
さ
れ
て
い
る
史
料
は
ほ
と
ん

ど
見
当
た
ら
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
情
報
の
伝
達
速
度
や
内
容
な
ど
か
ら
、
情
報
に
対
す
る
国
家
の
考
え
に
つ
い
て
、
駅
制
を
中
心
に
考

察
し
て
い
く
。

さ
て
、
情
報
伝
達
と
駅
制
を
考
察
し
て
い
く
上
で
、
先
行
研
究
を
整
理
し
て
お
く
。
ま
ず
、
青
木
和
夫
氏
は
、『
日
本
書
紀
』
崇
峻
天
皇
以

降
に
大
和
―
筑
紫
間
の
連
絡
に
関
わ
っ
て
「
駅
使
」「
駅
馬
」「
馳
馬
」
の
語
が
見
ら
れ
る
が
、
古
訓
は
「
ハ
ユ
マ
」「
ハ
イ
マ
」
で
あ
り
、
す

で
に
大
化
時
代
に
早
馬
の
制
度
が
存
在
し
た
と
検
討
し
た
。
こ
れ
は
、
崇
峻
二
年
（
五
八
九
）
の
隋
に
よ
る
中
国
統
一
を
契
機
と
し
て
東
ア
ジ

ア
情
勢
が
緊
迫
す
る
中
で
、
大
和
―
筑
紫
間
に
早
馬
制
が
整
備
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
駅
制
は
、『
日
本
書
紀
』
の
天

武
天
皇
期
の
記
述
か
ら
、
大
化
か
ら
壬
申
に
い
た
る
初
期
律
令
国
家
の
時
代
に
整
備
さ
れ
た(2
)、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
、
田
名
網
宏
氏
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の
研
究
で
は
、『
日
本
書
紀
』
の
改
新
詔
は
、『
大
宝
令
』
の
条
文
を
造
作
し
た
こ
と
に
よ
る
疑
問
や
駅
鈴
が
日
本
独
自
の
制
度
で
定
め
ら
れ
た

こ
と
に
対
し
て
も
疑
問
が
残
る
た
め
、
駅
伝
制
の
採
用
方
針
を
示
し
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
斉
明
期
は
、
早
馬
と
考
え
ら
れ
た

が
、
天
武
期
で
は
記
述
内
容
の
信
憑
性
は
か
な
り
高
く
、
そ
の
た
め
、
駅
制
が
、
天
智
朝
の
こ
ろ
に
近
江
朝
廷
を
中
心
と
し
て
畿
内
お
よ
び
そ

の
周
辺
の
地
域
に
は
実
施
さ
れ
て
い
た(3
)、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
近
年
で
は
、
松
原
弘
宣
氏
や
永
田
英
明
氏
ら
に
よ
っ
て
駅
制
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
松
原
氏
は
、
大
化
改
新
詔
に
は
大
宝
令

条
文
の
修
飾
・
転
載
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
孝
徳
天
皇
の
こ
ろ
に
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
交
通
制
度
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
七

世
紀
後
半
に
唐
の
駅
伝
馬
制
が
採
用
さ
れ
た
後
、
不
詳
の
浄
御
原
令
で
条
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
疑
問
を
持
ち
、
大
宝
令
に
お
い
て
制

度
化
さ
れ
た(4
)と

考
え
た
。
続
い
て
、
永
田
氏
は
、
壬
申
の
乱
に
お
け
る
駅
路
の
体
系
は
倭
京
を
中
心
と
し
て
、
天
智
六
年
（
六
六
七
）
の
近
江

遷
都
以
前
に
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
駅
制
の
成
立
は
少
な
く
と
も
斉
明
朝
ま
で
遡
る
と
し
た
。
日
本
の
律
令
国
家
に
お
け
る
駅
制

の
成
立
は
、「
緊
急
用
」
の
交
通
制
度
の
成
立
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
「
ミ
コ
ト
モ
チ
」
の
交
通
制
度
の
成
立
に
よ
る
も

の
で
あ
る(5
)と

考
え
た
。
さ
ら
に
中
村
太
一
氏
は
、
一
次
史
料
に
お
い
て
、
伊
場
遺
跡
（
静
岡
県
浜
松
市
）
の
木
簡
か
ら
「
駅
評
人
」「
五
十
戸

人
」
の
記
述
が
あ
り
、
天
武
一
二
年
（
六
八
三
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
で
駅
制
が
成
立
し
た
と
検
討
し
た
。
一
方
、『
日
本
書
紀
』
の
駅
制
関
係

記
事
で
は
、
斉
明
紀
と
壬
申
紀
で
は
質
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
斉
明
紀
は
、
伝
馬
制
や
早
馬
の
可
能
性
が
高
い
も
の
で

あ
っ
た
が
、
壬
申
紀
は
「
駅
家
」
が
飛
鳥
を
起
点
と
し
た
東
海
道
の
道
路
上
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
近
江
遷
都
以
前
の
天
智
六

年
（
六
六
七
）
以
前
に
は
駅
制
が
導
入
さ
れ
て
い
た(6
)と

し
た
。
最
後
に
、
市
大
樹
氏
は
、『
日
本
書
紀
』
壬
申
の
乱
の
記
述
で
は
、
天
武
側
が

大
友
皇
子
の
母
方
の
勢
力
圏
を
突
破
し
た
こ
と
に
よ
り
、
畿
内
と
そ
の
周
辺
部
の
み
に
駅
家
・
駅
制
は
成
立
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し

た
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
斉
明
紀
の
記
事
は
単
な
る
文
飾
と
は
考
え
ず
に
、
平
城
京
跡
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
駅
戸
」
を
用
い
て
交
通
路
の

整
備
の
中
で
駅
家
の
設
置
が
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
、
遅
く
と
も
斉
明
朝
ま
で
に
駅
制
が
成
立
し
、
少
な
く
と
も
畿
内
近
国
お
よ
び
大
和

―
筑
紫
に
限
れ
ば
あ
る
程
度
機
能
し
て
い
た(7
)と

考
え
た
。
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以
上
を
ま
と
め
る
と
、
駅
制
の
成
立
期
は
、
天
智
天
皇
の
こ
ろ
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
駅
制
以
前
に
も
情
報
伝
達
は
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
前
か
ら
中
央
と
地
方
と
の
つ
な
が
り
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
上
で
、
情
報
を
定
義
づ
け
る
た
め
に
律
令
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
情
報
と
国
家
統
括
に
関
す
る
情
報
伝
達
手
段
を
は
じ
め
に
取
り
上
げ

て
い
く
。
次
に
、
情
報
網
の
確
立
へ
の
過
程
で
は
、
駅
制
が
整
備
さ
れ
る
以
前
か
ら
確
立
段
階
に
ま
で
の
変
遷
を
た
ど
り
、
駅
制
の
整
備
や
律

令
に
基
づ
い
た
情
報
伝
達
速
度
に
つ
い
て
触
れ
る
。
ま
た
、
駅
制
の
利
用
実
態
で
は
、
地
方
に
お
け
る
軍
事
や
外
交
使
節
、
自
然
災
害
の
事
例

を
挙
げ
て
、
情
報
伝
達
速
度
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

第
一
節

情
報
伝
達
の
事
項
と
速
度

ま
ず
、
古
代
に
お
け
る
情
報
伝
達
手
段
は
、
松
原
弘
宣
氏
の
見
解
に
よ
る
と
、
口
頭
伝
達
と
文
書
伝
達
の
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ

の
う
ち
、
文
書
伝
達
は
伝
達
者
に
よ
っ
て
情
報
が
改
変
し
な
い
点
や
駅
制
の
利
用
に
よ
っ
て
情
報
の
迅
速
性
を
維
持
で
き
る
点
が
優
位
な
点
で

あ
る
。
一
方
、
口
頭
伝
達
は
、
情
報
の
正
確
性
の
正
確
性
に
は
欠
け
る
も
の
の
、
短
期
間
で
多
数
者
に
広
が
り
、
情
報
の
空
間
的
拡
大
と
い
う

点
で
優
位
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
の
情
報
伝
達
手
段
で
は
、
両
者
を
併
用
し
て
い
た(8
)と

い
え
る
。
駅
制
は
、
文
書
伝
達
・
口
頭
伝

達
の
二
つ
を
状
況
に
応
じ
て
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
律
令
で
規
定
さ
れ
た
情
報
は
、
当
然
国
家
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
律
令
で
規
定
す
る
こ
と
で
、
情
報
が
中
央
に
集
約
さ

れ
て
、
国
家
が
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
駅
制
を
用
い
た
情
報
伝
達
を
考
察
し
て
い
く
前
に
、
情
報
の
定
義
を
し
て
お

く(9
)。

主
な
情
報
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①

戸
籍
と
計
帳
な
ど
の
戸
に
関
す
る
も
の(10
)

②

国
家
財
政
に
関
す
る
も
の(11
)
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③

官
人
の
勤
務
評
価
に
関
す
る
も
の(12
)

④

軍
事
に
関
す
る
こ
と(13
)

⑤

災
害
の
発
生
等
の
緊
急
事
態(14
)

⑥

祥
瑞
の
発
見(15
)

⑦

船
や
馬
の
数
や
状
態(16
)

⑧

犯
罪
の
発
生
や
裁
判
の
判
決(17
)

律
令
で
規
定
さ
れ
た
情
報
は
多
様
で
あ
り
、
中
央
だ
け
で
な
く
地
方
に
対
し
て
も
国
家
権
力
を
波
及
さ
せ
て
情
報
収
集
さ
せ
た
。

ま
た
、
駅
馬
を
利
用
し
て
情
報
伝
達
す
る
際
、
律
令
に
よ
っ
て
速
度
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
律
令
で
定
め
ら
れ
た
情
報
を
報
告
す

る
際
、
地
方
か
ら
中
央
ま
で
ど
の
程
度
の
時
間
が
か
か
っ
た
の
か
を
利
用
方
法
別
に
見
て
い
く
。

凡
給
二
駅
伝
馬
一。
皆
依
二
鈴
伝
符
尅
数
一。
事
速
者
。
一
日
十
駅
以
上
。
事
緩
者
八
駅
。
還
日
事
緩
者
。
六
駅
以
下
。
(18
)

史
料
に
見
る
通
り
駅
馬
の
利
用
に
は
三
段
階
あ
っ
て
、
段
階
に
よ
っ
て
情
報
速
度
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。

一
つ
目
は
、
飛
駅
で
あ
る(19
)。

飛
駅
は
、
国
家
の
緊
急
事
態
と
し
て
、
早
急
に
情
報
を
伝
達
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

主
に
地
方
か
ら
中
央
へ
と
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
中
央
か
ら
地
方
へ
は
、
天
皇
が
詔
を
出
す
な
ど
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ

り
、
必
然
的
に
情
報
は
伝
達
さ
れ
た
。
飛
駅
使
は
一
日
に
一
〇
駅
以
上
進
む
こ
と
が
、「
公
式
令
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
進
む
距
離

を
算
出
す
る
と
、
駅
と
駅
の
間
隔
は
三
〇
里
が
標
準
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
律
令
の
規
定
に
当
て
は
め
る
と
、
一
日
に
三
〇
〇
里
以
上
進
む
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
日
で
一
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
進
む
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
律
令
の
段
階
で
、
理
想
的
な
速
度
と
し
て
示
し

た
可
能
性
が
高
い
。
飛
駅
使
自
体
は
専
使
で
あ
る
の
で
、
駅
家
で
馬
を
乗
り
換
え
て
専
使
は
先
の
駅
家
に
向
か
っ
て
進
み
、
飛
駅
使
が
全
線
受

け
持
っ
た
。
こ
れ
は
、
緊
急
事
態
の
報
告
は
人
づ
て
に
伝
達
さ
せ
る
と
、
情
報
が
改
変
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま

た
、
律
令
で
は
飛
駅
使
に
対
し
、
駅
家
で
接
待
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
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二
つ
目
は
、
駅
使
に
よ
る
駅
制
の
利
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
飛
駅
よ
り
緊
急
性
は
低
い
情
報
伝
達
す
る
際
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一

日
の
行
程
は
、
八
駅
進
む
こ
と
が
「
公
式
令
」
に
制
定
さ
れ
、
一
二
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
進
む
計
算
に
な
る
。
飛
駅
と
比
べ
て
、
若
干
で
は
あ
る

が
進
む
距
離
が
短
く
な
り
、
こ
ち
ら
が
実
際
に
運
用
さ
れ
た
速
度
の
可
能
性
が
高
い
。
駅
使
の
役
割
は
飛
駅
使
と
は
異
な
り
、
文
書
を
手
渡
し

に
し
て
い
く
だ
け
で
済
む
た
め
に
、
地
方
の
官
人
が
駅
家
ご
と
に
担
当
し
て
、
情
報
伝
達
を
行
な
っ
た
。

三
つ
目
は
、
飛
駅
使
や
駅
使
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
公
務
の
た
め
に
駅
馬
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
る
。
一
般
的
な
移
動
速
度
が
、「
公
式

令
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

凢
行
程
。
馬
日
七
十
里
。
歩
五
十
里
。
車
卅
里
。(20
)

そ
れ
ぞ
れ
の
速
度
を
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
換
算
す
る
と
、
馬
は
三
七
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
徒
歩
は
二
六
・
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
車
は
一
六
・

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。
こ
の
中
で
、
駅
馬
の
速
度
は
約
三
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
飛
駅
や
駅
使
の
三
分
の
一
程
度
の
速
度
で
あ
っ

た
。

こ
の
よ
う
に
、
情
報
の
緊
急
性
に
よ
っ
て
情
報
伝
達
速
度
が
変
化
し
て
い
た
。
律
令
の
規
定
に
よ
り
、
緊
急
な
情
報
が
即
座
に
伝
達
さ
れ
る
こ

と
で
、
国
家
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
る
と
、
情
報
伝
達
の
速
度
に
よ
っ
て
事
態
の
緊
急
性
を
判
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
節

情
報
網
の
確
立
へ
の
過
程

（
一
）
律
令
制
以
前
の
情
報
伝
達

陸
上
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
上
で
、
馬
と
道
は
重
要
な
役
割
を
持
つ
。
大
和
政
権
は
馬
の
飼
育
と
朝
鮮
諸
国
―
大
和
間
で
の
新
道
建
設
を
計
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画
し
た(21
)。

こ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
が
四
世
紀
末
に
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
て
高
句
麗
と
交
戦
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
交
戦

か
ら
政
権
は
、
高
句
麗
の
騎
馬
軍
団
の
戦
い
を
参
考
に
乗
馬
技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
。
ま
た
、
古
墳
と
馬
の
関
係
性
は
深
く
、
副
葬
品
の
馬

具
や
馬
型
埴
輪
な
ど
馬
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
が
作
成
さ
れ
た
。
同
じ
く
馬
を
用
い
て
の
戦
い
を
考
慮
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
馬
が
飼
育

さ
れ
た
。
高
句
麗
と
の
交
戦
後
は
緊
張
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、
有
事
の
際
に
は
大
和
か
ら
馬
を
走
ら
せ
て
一
刻
も
早
く
戦
地
に
到
着
す
る
こ
と

が
大
事
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
権
に
と
っ
て
道
路
の
建
設
・
整
備
が
、
軍
事
的
に
も
必
要
と
判
断
さ
れ
た
。

ま
た
、
古
墳
期
の
情
報
収
集
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
情
報
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
。
一
例
と
し
て
安
閑
天
皇
の
時

期
の
史
料
を
挙
げ
る
。

詔
曰
。
皇
后
雖
三
体
同
二
天
子
一。
而
内
外
之
名
殊
隔
。
亦
可
下
以
宛
二
屯
倉
之
地
一。
式
樹
二
椒
庭
一
後
代
遺
迹
。
迺
差
二
勅
使
一
簡
二
-擇
良
田
一。

勅
使
奉
レ
勅
。
宣
二
於
大
河
内
直
味
張
一
〈
更
名
黒
梭
〉
曰
。
今
汝
宜
レ
奉
二
-進
膏
腴
雌
雉
田
一。
味
張
忽
然
恡
惜
。
欺
二
-誑
勅
使
一
曰
。
此

田
者
。
天
旱
難
レ
漑
。
水
潦
易
レ
浸
。
費
レ
功
極
多
。
収
穫
甚
少
。
勅
使
依
レ
言
服
命
無
レ
隠
。(22
)

こ
れ
は
安
閑
天
皇
が
皇
后
の
た
め
に
屯
倉
を
置
こ
う
と
す
る
た
め
に
、
勅
使
を
派
遣
し
て
良
田
を
探
さ
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
史
料
か

ら
水
田
の
良
し
悪
し
を
把
握
す
る
た
め
に
、
各
地
域
へ
使
者
を
や
り
、
情
報
を
収
集
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
例
と
し
て
、
欽
明

天
皇
の
時
期
に
お
け
る
情
報
の
や
り
と
り
が
残
っ
て
い
る
。

幸
二
泊
瀨
柴
籬
宮
一。
越
人
江
渟
臣
裙
代
詣
レ
京
奏
曰
。
高
麗
使
人
辛
二
-苦
風
浪
迷
失
浦
津
一。
任
レ
水
漂
流
。
忽
到
二
-着
岸
一。
郡
司
隠
匿
。

故
臣
顕
奏
。
詔
曰
。
朕
承
二
帝
業
一
若
干
年
。
高
麗
迷
レ
路
始
到
二
越
岸
一。
雖
レ
苦
二
漂
溺
一。
尚
全
二
性
命
一。
豈
非
二
徽
猷
広
被
。
至
徳
魏
魏
。

仁
化
傍
通
。
洪
恩
蕩
蕩
者
一
哉
。
有
司
冝
下
於
二
山
背
国
相
楽
郡
一。
起
レ
舘
浄
治
。
厚
相
資
養
上。(23
)

こ
の
史
料
は
、
越
国
の
豪
族
で
あ
る
道
君
が
高
句
麗
か
ら
の
使
者
を
隠
し
て
い
る
こ
と
を
、
江
渟
臣
裙
代
が
天
皇
に
上
奏
し
た
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
。
後
に
、
天
皇
は
越
国
に
使
者
を
派
遣
し
、
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
句
麗
か
ら
の
使
者
を
山
背
国
相
楽
郡
の
館

に
迎
え
て
い
る
。
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以
上
を
も
っ
て
、
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
は
、
ま
だ
律
令
期
の
よ
う
な
情
報
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
お
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
て
情

報
を
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
必
要
に
応
じ
て
情
報
を
集
め
る
こ
と
は
、
政
権
を
運
営
す
る
上
で
と
て
も
効
率
的
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
政
権
が
即
時
性
・
重
要
性
は
低
い
と
判
断
し
た
情
報
の
収
集
は
、
軍
事
な
ど
の
政
権
が
必
要
と
す
る
情
報
に
比
べ
て
後
回
し
に
さ
れ
た
。

道
路
の
建
設
の
場
合
は
、
政
権
の
重
要
課
題
で
あ
る
軍
事
的
利
用
の
た
め
に
、
ヤ
マ
ト
政
権
を
支
え
る
上
で
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
央
と

地
方
と
の
政
治
的
結
び
つ
き
の
中
で
、
政
権
に
従
属
す
る
人
物
を
利
用
し
て
情
報
を
集
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
政
権
は
、
土
地
に

関
す
る
情
報
や
対
外
的
な
情
報
な
ど
を
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
収
集
し
て
い
た
。

（
二
）
駅
制
の
整
備

日
本
が
中
央
集
権
国
家
と
し
て
大
き
な
転
換
を
迎
え
た
の
は
、
大
化
の
改
新
と
壬
申
の
乱
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
壬
申
の
乱
は
、
天
皇
の

系
譜
が
天
智
系
か
ら
天
武
系
に
変
わ
っ
た
契
機
に
な
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
乱
に
勝
利
し
た
天
武
天
皇
の
政
治
は
、
天
智
天
皇
の
業
績
を
引
き

継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
戸
籍
の
作
成
な
ど
を
行
な
っ
た
。
一
方
で
、
天
武
天
皇
は
改
新
詔
で
示
し
た
公
地
公
民
制
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
、
優

先
的
に
国
土
と
人
民
の
掌
握
に
取
り
組
ん
だ
。
公
地
は
名
目
上
と
し
て
天
皇
が
支
配
す
る
土
地
で
あ
り
、
人
民
は
天
皇
の
も
と
に
お
け
る
一
員

と
し
て
、
全
国
の
土
地
と
人
民
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
中
央
集
権
国
家
は
、
公
地
公
民
制
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
制
度
（
駅

制
）
を
整
備
し
た
上
で
情
報
が
中
央
に
集
ま
る
よ
う
に
し
た
。

さ
て
、『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
駅
制
」
の
記
述
は
、
孝
徳
期
と
天
智
期
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
孝
徳
期
で
は
、
改
新
詔
に
駅

馬
や
伝
馬
の
設
置
、
駅
鈴
の
作
成
命
令
の
記
述
が
あ
る
。

賀
正
礼
畢
。
即
宣
二
改
新
詔
一
曰
。（
中
略
）
其
二
曰
。
初
修
二
京
師
一。
置
二
畿
内
国
司
。
郡
司
。
關
塞
。
斥
候
。
防
人
。
駅
馬
。
伝
馬
一。
及

造
二
鈴
契
一。
定
二
山
河
一。（
中
略
）
凡
給
二
駅
馬
。
伝
馬
一。
皆
依
二
鈴
傅
苻
剋
數
一。
凡
諸
国
及
關
給
二
鈴
契
一。(24
)
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史
料
で
は
改
新
詔
に
お
け
る
「
駅
馬
・
伝
馬
」
の
記
述
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
が
、
矛
盾
点
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(25
)。

そ
の
指
摘
で

は
、「
駅
馬
・
伝
馬
」
に
対
す
る
副
文
が
一
条
し
か
な
く
、
他
の
主
文
―
副
文
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
と
異
質
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
駅
馬
・
伝
馬
」
の
一
方
が
、『
日
本
書
紀
』
編
者
の
潤
色
の
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
改
新
詔
で
は
、「
駅
家
」
の
記
述
が
な
く
、
駅
に
関
す

る
こ
と
も
三
条
し
か
な
く
、
駅
制
が
運
用
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
は
程
遠
い
。
つ
ま
り
、
改
新
詔
の
段
階
で
は
、
伝
制
が
主
に
運
用
さ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
駅
制
は
中
央
国
家
が
将
来
的
な
実
現
目
標
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

加
え
て
、
斉
明
期
で
は
、「
熟
田
津
の
歌
」
に
お
い
て
も
、
駅
制
の
未
整
備
で
あ
る
こ
と
が
い
え
る
。

額
田
王
歌

熟
田
津
尓

船
乗
世
武
登

月
待
者

潮
毛
可
奈
比
沼

今
者
許
芸
乞
菜

（
中
略
）
後
岡
本
宮
馭
レ
宇
天
皇
七
年
辛
酉
朔
壬
寅
、
御
船
西
征
、
始
就
二
于
海
路
一、
庚
戌
、
御
船
泊
二
于
伊
予
熟
田
津
石
湯
行
宮
一。(26
)

史
料
を
読
み
取
る
と
、
海
路
を
使
っ
て
筑
紫
に
向
か
っ
て
お
り
、
大
和
か
ら
西
国
に
か
け
て
駅
路
が
整
備
さ
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い
。

次
に
あ
げ
る
の
は
天
智
期
の
駅
制
の
記
述
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

及
二
夜
半
一。
到
二
隠
郡
一
焚
二
隠
駅
家
一。
因
唱
二
邑
中
一
曰
。
天
皇
入
二
東
国
一。
故
人
夫
諸
参
赴
。
然
一
人
不
二
肯
来
一
矣
。
将
及
二
横
河
一。
有
二

黒
雲
広
十
余
丈
一
経
レ
天
。
時
天
皇
異
レ
之
。
則
学
レ
燭
親
乗
レ
式
占
曰
。
天
下
両
分
之
祥
也
。
然
朕
遂
得
二
天
下
一
歟
。
即
急
行
到
二
伊
賀

郡
一。
焚
二
伊
賀
駅
家
一。(27
)

将
軍
吹
負
既
定
二
倭
地
一。
便
越
二
大
坂
一
往
二
難
波
一。
以
余
別
将
軍
等
各
自
二
三
道
一。
進
至
二
于
山
前
一
屯
二
河
南
一。
即
将
軍
吹
負
留
二
難
波
小

郡
一。
而
仰
二
以
西
諸
国
司
等
一。
令
レ
進
二
官
鑰
駅
鈴
伝
印
一。(28
)

天
智
期
に
お
け
る
駅
制
が
整
備
さ
れ
た
点
で
は
、
隠
駅
家
や
伊
賀
駅
家
と
い
っ
た
駅
家
が
東
海
道
上
へ
の
設
置
さ
れ
た
点
、「
以
西
諸
国
司
」

や
「
駅
鈴
伝
印
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
大
和
か
ら
西
国
に
か
け
て
駅
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
点
が
『
日
本
書
紀
』
か
ら
読
み
取
れ
る
。
大
和
と

筑
紫
な
ど
の
諸
国
の
間
に
整
備
し
た
道
路
は
、
対
外
政
策
に
影
響
す
る
た
め
に
中
央
政
府
に
と
っ
て
軍
事
的
に
重
要
で
あ
っ
た
。
時
代
を
さ
か
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の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
大
和
―
筑
紫
間
は
六
世
紀
末
に
早
馬
制
が
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
地
域
に
比
べ
て
駅
制
が
比
較
的
早
く
運
用

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
国
外
の
情
勢
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
天
智
二
年
（
六
六
三
）
に
白
村
江
の
戦
い
が
あ
っ
た
た
め
に
緊
張
状

態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
駅
制
は
、
国
家
の
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
た
め
に
急
速
に
整
備
さ
れ
、
運
用
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
律
令
制
の
初
期
の
段
階
で
駅
制
の
記
事
が
あ
り
、
運
用
も
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
駅
制
は
あ
る
程
度
機
能
し
て
い
た
と
い

え
る
。

第
三
節

駅
制
の
利
用
実
態

（
一
）
地
方
に
お
け
る
軍
事
と
情
報

駅
制
の
確
立
に
よ
っ
て
情
報
が
集
約
で
き
る
シ
ス
テ
ム
に
な
り
、
全
国
か
ら
国
家
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
。
八
世
紀
は
、
駅

制
が
展
開
し
た
時
代
で
あ
り
、
地
方
か
ら
の
軍
事
の
情
報
に
対
し
て
、
政
府
は
最
善
の
策
を
と
っ
て
国
家
を
守
ろ
う
と
し
た
。
律
令
国
家
が
支

配
領
域
を
拡
大
さ
せ
る
た
め
に
、
隼
人
や
蝦
夷
と
対
し
て
軍
事
的
な
制
圧
政
策
を
行
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
九
州
地
方
と
東
北
地
方
の
軍
事

を
扱
い
、
情
報
伝
達
の
速
度
を
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、
九
州
地
方
で
の
軍
事
と
駅
制
で
あ
る
。
八
世
紀
の
九
州
地
方
に
お
い
て
代
表
的
な
反
乱
は
、
天
平
一
二
年
（
七
四
〇
）
に
起
き
た
藤

原
広
嗣
の
乱
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
広
嗣
の
乱
か
ら
情
報
伝
達
の
速
度
を
『
続
日
本
紀
』
を
も
と
に
検
討
し
て
い
く
。

癸
未
。
大
宰
少
二
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
広
嗣
上
レ
表
。

九
月
丁
亥
。
広
嗣
遂
起
レ
兵
反
。
勅
以
二
従
四
位
上
大
野
朝
臣
東
人
一
為
二
大
将
軍
一。
従
五
位
上
紀
朝
臣
飯
麻
呂
為
二
副
将
軍
一。
軍
監
軍
曹

各
四
人
。
徴
二
-発
東
海
。
東
山
。
山
陰
。
山
陽
。
南
海
五
道
軍
一
万
七
千
人
一。
委
二
東
人
等
一
持
レ
節
討
レ
之
。(29
)
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乱
が
起
こ
る
前
段
階
と
し
て
、
広
嗣
が
天
皇
に
対
し
て
中
央
へ
の
政
治
批
判
を
含
め
た
上
表
文
を
提
出
し
た
。
こ
の
行
為
を
行
な
っ
た
日

は
、
八
月
二
九
日
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
上
表
文
が
都
に
到
着
し
た
日
は
、
九
月
三
日
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
宰
府
か
ら
都
ま
で
、
文

書
発
給
日
と
朝
廷
へ
の
到
着
日
を
含
め
る
と
、
大
宰
府
か
ら
都
へ
五
日
間
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
政
府
は
、
当
日
中
に
対
応
を

示
し
て
、「
軍
防
令
」
に
基
づ
き
兵
の
編
成
を
開
始
し
て
お
り
、
大
将
軍
に
は
、
百
戦
錬
磨
の
大
野
東
人
が
任
命
さ
れ
、
後
日
、
西
国
へ
と
進

軍
し
た
。

丙
戌
。（
中
略
）
是
日
。
大
将
軍
東
人
等
言
。
進
士
無
位
安
倍
朝
臣
黒
麿
以
二
今
月
二
十
三
日
丙
子
一。
捕
二
-獲
逆
賊
広
嗣
於
肥
前
国
松
浦

郡
値
嘉
嶋
長
野
村
一。
詔
報
曰
。
今
覧
二
十
月
二
十
九
日
奏
一。
知
レ
捕
二
-得
逆
賊
広
嗣
一。
其
罪
顕
露
不
レ
在
レ
可
レ
疑
。
宜
二
依
レ
法
処
決
。
然

後
奏
聞
一。(30
)

続
い
て
の
史
料
征
討
軍
の
広
嗣
を
逮
捕
し
た
記
事
で
あ
る
。
征
討
軍
が
広
嗣
を
逮
捕
し
た
の
が
一
〇
月
二
三
日
で
あ
っ
た
も
の
の
、
東
人
が

上
奏
し
た
の
は
、
一
〇
月
二
九
日
で
あ
っ
た
。
行
幸
中
の
聖
武
天
皇
に
、
広
嗣
逮
捕
の
知
ら
せ
が
届
い
た
の
は
、
一
一
月
三
日
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
の
伝
達
ス
ピ
ー
ド
も
五
日
間
で
あ
っ
た
。
行
幸
先
は
都
よ
り
東
で
あ
り
、
大
宰
府
―
都
間
に
加
え
て
距
離
は
若
干
遠
か
っ
た
が
、
七
〇
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
を
五
日
間
で
駆
け
抜
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
速
度
を
一
日
換
算
す
る
と
、
約
一
三
〇
～
一
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。
こ
れ
は
、
広
嗣
が
朝
鮮
諸
国
と
結
託
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、
国
家
は
防
衛
政
策
と
し
て
速
い
速
度
で
情
報
伝
達
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
新
羅
と
の
戦

争
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
た
め
、
情
報
を
も
っ
て
先
手
を
取
ろ
う
と
し
た
。

次
に
、
中
央
集
権
国
家
が
支
配
領
域
を
拡
大
す
る
た
め
に
ね
ら
い
を
つ
け
た
地
域
は
、
東
北
地
方
で
あ
っ
た
。
東
北
地
方
は
徐
々
に
中
央
政

府
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
く
が
、
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
の
が
度
重
な
る
蝦
夷
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
の
蝦

夷
戦
争
を
取
り
上
げ
る
。

壬
戌
。
陸
奥
国
言
。
海
道
蝦
夷
。
忽
発
二
徒
衆
一。
焚
レ
橋
塞
レ
道
。
既
絶
二
往
来
一。
侵
二
桃
生
城
一。
敗
二
其
西
郭
一。
鎮
守
之
兵
。
勢
不
レ
能
レ
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支
。
国
司
量
レ
事
。
興
レ
軍
討
レ
之
。
但
未
レ
知
三
其
相
戦
而
所
二
殺
傷
一。

己
巳
。
勅
二
坂
東
八
国
一
曰
。
陸
奥
国
如
有
レ
告
レ
急
。
随
二
国
大
小
一。
差
二
-発
援
兵
二
千
已
下
五
百
已
上
一。
且
行
且
奏
。
務
赴
二
機
要
一。(31
)

こ
の
戦
い
は
、
宝
亀
五
年
に
蝦
夷
軍
が
桃
生
城
を
襲
撃
し
た
こ
と
が
発
端
と
な
り
、
征
討
軍
と
蝦
夷
軍
が
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
桃

生
城
は
国
家
の
軍
事
的
・
地
域
に
お
け
る
支
配
拠
点
で
も
あ
っ
た
。
蝦
夷
襲
撃
の
知
ら
せ
は
、
鎮
守
将
軍
が
い
た
多
賀
城
へ
当
日
中
に
届
い

た
。
そ
こ
で
、
鎮
守
将
軍
の
大
伴
駿
河
麻
呂
は
、
多
賀
城
か
ら
桃
生
城
へ
の
援
軍
の
指
示
と
都
へ
の
蝦
夷
襲
撃
の
報
告
を
し
た
。

そ
こ
で
、
史
料
を
も
と
に
伝
達
速
度
を
算
出
す
る
た
め
、
は
じ
め
に
桃
生
城
―
都
間
の
距
離
を
求
め
る
。
た
だ
し
、
途
中
で
国
家
の
蝦
夷
征

討
の
拠
点
が
あ
っ
た
多
賀
城
を
経
由
す
る
た
め
、
桃
生
城
―
都
間
に
経
由
地
と
し
て
多
賀
城
を
加
え
た
距
離
に
す
る
。
距
離
を
算
出
す
る
と
、

桃
生
城
―
多
賀
城
間
は
約
三
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
多
賀
城
―
都
間
は
約
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
桃
生
城
―
都
間

は
、
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
史
料
よ
り
伝
達
に
か
か
っ
た
日
数
を
算
出
す
る
。
文
書
の
発
出
日
が
七
月
二
五

日
と
す
る
と
、
都
に
文
書
が
到
着
し
た
の
は
八
月
二
日
で
あ
っ
た
。
情
報
を
受
け
た
国
家
は
蝦
夷
襲
撃
に
対
し
て
、
援
軍
を
派
遣
す
る
こ
と
を

命
じ
た
。
す
る
と
、
所
要
日
数
は
八
日
で
あ
る
。
算
出
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
長
距
離
を
八
日
間
で
駆
け
抜

け
、
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
日
約
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
速
度
で
進
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
太
平
洋

側
に
お
け
る
軍
事
の
例
に
お
い
て
も
、
比
較
的
早
い
速
度
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
。

（
二
）
外
交
使
節
の
到
来
と
そ
の
対
応

国
家
が
軍
事
と
並
び
重
要
視
し
て
い
た
の
は
、
外
交
で
あ
っ
た
。
四
世
紀
前
半
に
は
通
交
が
開
始
さ
れ
て
お
り
、
加
耶
諸
国
と
鉄
資
源
や
先

進
文
物
の
入
手
を
図
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
百
済
と
の
連
携
も
徐
々
に
深
め
て
い
き
、
七
世
紀
半
ば
に
百
済
が
滅
亡
す
る
ま
で
続
い

た
。
倭
国
は
、
天
智
二
年
（
六
六
三
）
の
白
村
江
の
戦
い
で
百
済
勢
力
を
支
持
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
新
羅
が
朝
鮮
半
島
を
支
配
し
て
い
っ
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た
。
国
家
間
の
本
音
と
は
裏
腹
に
、
表
面
上
は
対
立
す
る
こ
と
は
得
策
で
な
い
と
判
断
し
た
結
果
、
両
国
間
で
使
節
を
送
っ
て
い
た
。
そ
こ

で
、
平
時
の
外
交
使
節
が
日
本
に
到
着
し
て
か
ら
の
情
報
伝
達
速
度
を
明
ら
か
に
す
る
。

律
令
下
で
は
、
関
市
令
や
衛
禁
律
と
い
っ
た
律
令
法
規
を
も
と
に
、
入
国
時
に
は
現
地
官
に
よ
る
事
情
聴
取
や
所
持
品
検
査
が
行
な
わ
れ
、

迎
接
担
当
の
官
人
以
外
は
接
触
で
き
な
い
よ
う
に
客
館
に
安
置
し
、
国
家
に
よ
る
先
進
文
物
の
独
占
的
入
手
、
機
密
情
報
の
漏
洩
防
止
な
ど
が

図
ら
れ
た
。
ま
た
、
出
国
時
に
は
、
不
正
な
持
ち
出
し
品
が
な
い
か
、
再
度
の
所
持
品
検
査
が
行
な
わ
れ
た
。(32
)

使
節
が
日
本
入
国
か
ら
日
本
出
国
ま
で
の
一
連
の
お
お
ま
か
な
流
れ
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①

日
本
入
国
（
到
着
地
に
て
訪
日
目
的
、
規
模
な
ど
の
事
情
聴
取
）

②

到
着
地
か
ら
都
へ
情
報
伝
達

③

都
に
て
使
節
の
受
入
の
可
否
を
審
議

④

そ
の
結
果
を
到
着
地
へ
と
情
報
伝
達
（
別
途
、
出
迎
え
の
使
者
や
騎
兵
を
召
集
し
て
到
着
地
へ
向
か
わ
せ
る
）

⑤

外
交
使
節
が
都
へ
と
移
動

⑥

拝
朝
の
儀
（
使
節
か
ら
天
皇
へ
国
書
・
国
信
物
の
献
上
ま
た
は
国
王
か
ら
の
奏
上
）

⑦

日
本
出
国
（
所
持
品
検
査
）

も
ち
ろ
ん
、
都
で
使
節
の
受
入
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
は
、
⑤
・
⑥
の
段
階
を
踏
む
こ
と
は
な
い
。

さ
て
、
外
交
使
節
の
来
航
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
事
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
時
期
の
近
い
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
と
和
銅
七
年
（
七
一

四
）
の
史
料
を
用
い
て
、
使
節
の
到
達
か
ら
都
に
入
る
ま
で
の
時
間
を
算
出
し
て
い
く
。

丙
子
。
新
羅
貢
調
一
吉
飡
金
元
靜
等
來
獻
。

己
丑
。
徴
二
-發
諸
國
騎
兵
一。
爲
レ
迎
二
新
羅
使
一
也
。(33
)

事
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
、
八
世
紀
初
頭
の
新
羅
使
で
あ
る
。
史
料
で
は
、
慶
雲
二
年
（
七
〇
五
）
一
〇
月
三
〇
日
に
新
羅
使
は
到
着
し
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て
、
一
一
月
一
三
日
に
は
、
新
羅
使
を
迎
え
入
れ
る
た
め
に
騎
兵
を
徴
発
し
て
都
を
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
間
は
一
四
日
間
で
あ
る
が
、
途
中

に
政
府
に
よ
る
審
議
も
期
間
を
含
む
た
め
、
都
と
大
宰
府
の
情
報
伝
達
の
速
度
を
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
史
料
を
用
い
て

よ
り
正
確
に
都
と
大
宰
府
間
の
伝
達
速
度
を
測
る
。

乙
未
。
新
羅
国
遣
二
重
阿
飡
金
元
静
等
廿
余
人
一
朝
貢
。
差
二
-発
畿
内
七
道
騎
兵
合
九
百
九
十
一。
為
レ
擬
二
入
朝
儀
衛
一
也
。

己
亥
。
遺
レ
使
迎
二
新
羅
使
於
筑
紫
一。(34
)

こ
の
史
料
は
、
和
銅
七
年
（
七
一
四
）
一
一
月
一
一
日
に
新
羅
使
が
日
本
に
到
着
し
た
情
報
が
都
へ
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

当
日
中
に
、
騎
兵
を
召
集
さ
せ
て
一
五
日
に
は
都
か
ら
筑
紫
へ
と
出
発
し
て
い
る
。
政
府
の
審
議
は
五
日
間
で
あ
り
、
す
べ
て
の
使
節
来
航
に

当
て
は
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
騎
兵
の
徴
発
を
含
め
て
考
え
る
と
、
妥
当
な
日
数
と
い
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
宰
府
か
ら
都
へ

の
情
報
伝
達
の
日
数
は
、
政
府
に
よ
る
審
議
に
よ
る
日
数
を
差
し
引
く
と
九
日
前
後
と
推
測
で
き
る
。
一
日
換
算
の
速
度
で
は
七
〇
～
八
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
に
な
り
、「
公
式
令
」
の
規
定
を
比
較
す
る
と
、
や
や
伝
達
速
度
は
遅
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
の
新
羅
使
と
渤
海
使
に
お
け
る
外
交
使
節
の
比
較
を
行
な
い
、
情
報
伝
達
速
度
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま

ず
、
新
羅
使
に
つ
い
て
で
あ
る
。

己
巳
。
大
宰
府
奏
。
新
羅
王
子
韓
阿
飡
金
泰
廉
。
貢
調
使
大
使
金
暄
及
送
王
子
使
金
弼
言
等
七
百
餘
人
。
乗
船
七
艘
來
泊
。

乙
亥
。
遺
使
於
大
内
。
山
科
。
惠
我
。
直
山
等
陵
。
以
告
二
新
羅
王
子
來
朝
之
状
一。(35
)

使
節
大
使
は
金
泰
廉
で
、
七
〇
〇
人
以
上
が
七
隻
の
船
に
分
乗
し
て
来
航
し
た
と
、
三
月
二
二
日
付
で
大
宰
府
か
ら
上
奏
文
が
出
さ
れ
て
い

る
。
七
〇
〇
人
以
上
で
来
航
し
た
こ
と
は
、
過
去
の
新
羅
使
で
は
な
く
、
か
つ
て
な
い
大
所
帯
で
日
本
に
来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
月
二
八
日

に
は
、
複
数
の
御
陵
に
対
し
て
新
羅
使
が
来
航
し
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
今
ま
で
外
国
使
が
来
航
し
た
こ
と
を
複
数
の
先
帝
の
陵
に
報
告

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
朝
廷
が
新
羅
王
子
を
含
め
た
新
羅
使
へ
の
強
い
関
心
が
あ
っ
た
。
情
報
を
整
理
す
る
と
、
三
月
二
二
日
時
点
で

の
新
羅
使
の
来
日
の
情
報
が
、
三
月
二
八
日
に
は
政
府
に
到
着
し
て
お
り
、
五
日
間
で
大
宰
府
か
ら
都
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
日
平
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均
で
は
、
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
進
む
こ
と
に
な
る
。
八
世
紀
の
半
ば
の
日
本
と
新
羅
の
関
係
は
、
両
国
の
政
治
的
思
惑
が
一
致
し
な
い
た

め
、
緊
張
感
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
回
の
新
羅
使
の
来
日
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
た
上
、
大
規
模
な
使
節
を
率
い
て
来
航
す
る
た

め
に
日
本
側
は
強
い
関
心
を
持
っ
た
。
し
か
し
、
軍
事
的
要
素
が
あ
る
の
で
速
い
速
度
で
情
報
伝
達
さ
れ
て
い
る
が
、
律
令
の
規
定
に
無
理
が

あ
る
た
め
に
一
概
に
は
律
令
の
規
定
通
り
の
速
度
で
伝
達
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
。

続
い
て
、
同
年
の
渤
海
使
に
つ
い
て
で
あ
る
。

丁
卯
。
渤
海
使
輔
国
大
将
軍
慕
施
蒙
等
著
二
于
越
後
国
佐
渡
嶋
一。

庚
辰
。
遣
二
左
大
史
正
六
位
上
坂
上
忌
寸
老
人
等
於
越
後
国
一。
問
二
渤
海
客
等
消
息
一。(36
)

九
月
二
四
日
に
は
、
渤
海
使
が
越
後
国
佐
渡
島
に
到
着
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
〇
月
七
日
に
は
、
坂
上
忌
寸
老
人
ら
を
越
後
国
に
派
遣
し

て
、
渤
海
使
の
消
息
を
確
認
さ
せ
て
い
る
。
佐
渡
島
―
都
の
距
離
は
、
途
中
の
海
路
を
含
め
る
と
五
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
一
〇
月

七
日
に
情
報
が
都
に
到
着
し
て
、
政
府
が
す
ぐ
に
対
策
を
講
じ
た
場
合
、
都
ま
で
情
報
が
伝
わ
る
日
数
は
一
四
日
と
な
る
。
台
風
や
高
波
に

よ
っ
て
舟
が
出
せ
な
い
た
め
に
何
日
か
島
に
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
史
料
上
に
日
時
で
追
っ
て
い
く
と
、
一
日
平
均
約
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

進
む
計
算
に
な
る
。
つ
ま
り
、
海
路
を
含
む
と
は
い
え
、
か
な
り
遅
い
速
度
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
同
年
に
来
航
し
た
外
交
使
節
を
比
較
し
て
い
く
。
新
羅
使
の
来
航
は
、
軍
事
的
要
素
が
絡
ん
で
い
る
と
朝
廷
側
は
考
え
て
い
た
た

め
、
素
早
く
情
報
伝
達
さ
れ
た
。
一
方
、
渤
海
使
は
接
待
的
要
素
が
強
い
と
考
え
ら
れ
、
比
較
的
ゆ
っ
く
り
と
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
新
羅
と
は
戦
争
直
前
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
対
外
戦
争
も
意
識
し
て
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
自
然
災
害
の
報
告

公
地
公
民
の
も
と
国
土
や
人
民
を
掌
握
す
る
上
で
、
国
内
で
発
生
し
た
自
然
災
害
へ
の
対
応
も
重
要
で
あ
っ
た
。
現
代
の
日
本
に
お
い
て
も
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大
地
震
は
発
生
し
て
い
る
が
、
緊
密
に
情
報
を
や
り
と
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
現
地
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
に
お

い
て
も
度
々
災
害
は
発
生
し
て
い
て
、
そ
の
際
の
情
報
伝
達
速
度
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
国
家
が
自
然
災
害
に
対
す
る
思
惑
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
。

自
然
災
害
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
延
喜
七
年
（
七
八
八
）
に
起
き
た
大
隅
国
の
霧
島
山
噴
火
で
あ
る
。

秋
七
月
己
酉
。
大
宰
府
言
。
去
三
月
四
日
戌
時
。
当
二
大
隅
国
曾
於
郡
曾
乃
峯
上
一。
火
炎
大
熾
。
響
如
二
雷
動
一。
及
二
亥
時
一。
火
光
稍
止
唯

見
二
黒
烟
一。
然
後
雨
沙
。
峯
下
五
六
里
。
沙
石
委
積
可
二
尺
。
其
色
黒
焉
。(37
)

三
月
四
日
に
大
隅
国
の
霧
島
山
で
噴
火
し
た
こ
と
が
、
大
宰
府
か
ら
上
奏
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
噴
火
し
た
時
の
情
報
も
一
緒
に
朝
廷
へ

報
告
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
に
情
報
が
到
着
し
た
の
が
、
同
年
七
月
四
日
と
噴
火
の
発
生
か
ら
四
か
月
が
経
っ
て
い
た
。
大
隅
国
か
ら
西

海
道
東
路
を
通
り
大
宰
府
を
経
て
都
に
至
る
ま
で
の
距
離
は
、
約
九
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
軍
事
関
係
や
外
交
関
係
の
時
と
同
様
に
情

報
伝
達
速
度
を
比
較
す
る
と
、
大
幅
に
遅
い
も
の
で
あ
っ
た
。
速
度
が
遅
れ
た
要
因
と
し
て
、
二
点
挙
げ
ら
れ
る
。
一
点
は
、
国
府
の
倒
壊
や

道
路
の
寸
断
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
理
的
な
崩
壊
の
た
め
に
復
旧
が
優
先
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
点
は
、
大
隅
国
の
中
で
噴
火
に
対

す
る
対
応
が
優
先
的
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
被
災
国
は
、
隣
国
に
情
報
を
知
ら
せ
た
上
で
、
政
府
へ
代
理
で
情
報
を

届
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
も
っ
て
、
国
家
の
存
亡
に
か
か
わ
る
緊
急
事
態
で
は
な
い
情
報
は
、
情
報
伝
達
速
度
の
規
定
に
準
じ
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

お
わ
り
に

駅
制
と
情
報
伝
達
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
最
後
に
各
節
の
総
括
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
節
で
は
、
第
二
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節
・
第
三
節
の
根
幹
と
な
る
情
報
伝
達
の
手
段
と
律
令
で
規
定
さ
れ
た
速
度
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
伝
達
手
段
は
文
書
伝
達
と
口
頭
伝
達
の
二

つ
が
状
況
に
応
じ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
伝
達
速
度
は
利
用
目
的
に
よ
り
大
き
く
三
つ
に
分
け
ら
れ
た
。

第
二
節
で
は
、
駅
制
成
立
期
に
お
け
る
情
報
収
集
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
駅
制
が
整
備
さ
れ
る
前
後
で
情
報
の
取
得
方
法
の
違
い
が
明
確
に

な
っ
た
。
以
前
で
は
、
政
権
に
従
属
す
る
人
々
（
豪
族
）
を
利
用
し
て
、
土
地
に
関
す
る
情
報
や
対
外
的
な
情
報
な
ど
を
状
況
に
照
ら
し
合
わ

せ
て
情
報
を
収
集
し
た
。
一
方
、
以
後
で
は
、
制
度
を
整
備
し
た
上
で
、
国
家
の
緊
急
事
態
を
中
心
に
情
報
収
集
を
行
な
っ
た
。
こ
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
白
村
江
の
戦
い
で
あ
り
、
国
家
の
危
機
管
理
の
問
題
が
あ
っ
た
後
に
律
令
の
中
へ
情
報
伝
達
速
度
の
規
定
を
設
け
る
な
ど
、
政
権

側
は
対
外
意
識
を
も
っ
て
駅
制
を
整
備
し
て
、
自
然
と
中
央
に
情
報
が
集
約
す
る
よ
う
に
し
た
。

第
三
節
で
は
、
駅
制
の
利
用
実
態
と
し
て
軍
事
、
外
交
、
自
然
災
害
の
例
を
挙
げ
た
。
そ
の
中
で
、
情
報
伝
達
の
速
度
と
政
府
の
方
針
は
関

連
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
軍
事
的
要
素
が
絡
む
情
報
は
、
対
外
関
係
が
絡
む
と
さ
ら
に
速
い
速
度
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
た
。
ま

た
、
外
交
使
節
は
対
外
情
勢
に
応
じ
て
、
接
待
面
が
強
い
場
合
と
対
外
戦
争
も
意
識
し
た
場
合
で
は
、
情
報
伝
達
速
度
は
異
な
っ
て
く
る
。
一

方
、
国
家
の
存
亡
と
は
直
接
的
に
は
結
び
付
か
な
い
情
報
は
、
軍
事
・
外
交
と
い
っ
た
緊
急
事
態
に
お
け
る
情
報
と
比
較
し
て
情
報
伝
達
速
度

は
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
軍
事
・
外
交
使
節
で
は
対
外
情
勢
が
大
き
く
関
係
し
て
お
り
、
国
家
の
防
衛
政
策
と
し
て
律
令
に
規
定
さ
れ
た
速
度
で

情
報
が
伝
達
さ
れ
た
こ
と
が
い
え
る
。

今
後
の
課
題
は
、
三
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
情
報
伝
達
を
駅
制
に
限
ら
ず
、
対
外
交
通
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
駅
制
を
中
心
に
情
報
伝
達
と
政
府
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
駅
制
は
あ
く
ま
で
も
交
通
シ
ス
テ
ム
の
一
部
に
過

ぎ
な
い
た
め
、
こ
れ
か
ら
は
交
通
シ
ス
テ
ム
全
体
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
二
つ
目
は
、
対
外
関
係
が
絡
ん
だ
情
報
や
自
然
災
害
に
加

え
て
祥
瑞
の
例
を
用
い
る
な
ど
、
情
報
伝
達
の
事
例
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
駅
制
の
崩
壊
と
情
報
伝
達
の
変
容
で
あ
る
。

報
告
の
中
で
は
、
駅
制
の
確
立
・
展
開
を
基
礎
と
し
て
情
報
伝
達
の
速
度
や
政
府
の
対
応
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
今
後
の
研
究
で
は
、
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崩
壊
の
契
機
や
駅
制
崩
壊
の
時
期
を
考
え
た
上
で
、
駅
制
の
崩
壊
と
そ
れ
に
伴
う
国
家
の
変
容
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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